
指名停止中の事業者一覧【海上保安大学校】

法人名 法人番号 住所 該当事項 指名停止理由

株式会社ＮＩＰＰＯ 9010001034987
東京都中央区京橋１－１
９－１１

R7.4.11 ～ R7.7.18
（10Ｗ
＋1ヶ月）

指名停止等措置要領
別表第2第15号
（不正又は不誠実な行為）

当該業者の系列プラントは、中国地方整備局の複数の事務所が発注す
る複数の工事において、発注者と協議せずに、契約図書で使用が指定
されているアスファルト合材と異なる合材を不正納入し、使用してい
た。また、当該業者のプラント子会社の不正納入に係る報告見逃し等
による結果回避義務違反であり、不正納入は子会社の合材の不正を見
逃しており、不正納入に関し、当該事案が発生しなければ、今後の工
事でも同様の合材を用いて施工する可能性が高いことから左記該当事
項に当たるとして、中国地方整備局長より指名停止処分を受けたた
め。

鹿島道路株式会社 1010001001805
東京都文京区後楽１－７
－２７

R7.4.11 ～ R7.7.10 （3ヶ月）
指名停止等措置要領
別表第2第15号
（不正又は不誠実な行為）

当該業者は、広島国道事務所発注の舗装工事において、発注者と協議
せずに、契約図書で使用が指定されているアスファルト合材と異なる
合材を不正納入し、使用していた。本件は合材製造における過失、ま
た、不正納入に関し、当該事案が発生しなければ、今後の工事でも同
様の合材を用いて施工する可能性が高いことから左記該当事項に当た
るとして、中国地方整備局長より指名停止処分を受けたため。

指名停止期間


